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Road of
Nagano 市町村道

■市町村道の状況
県内の市町村道は、その延長が 42,229km（令和４年４月１日現在）と、地球一周分程あります。国・県道と共に地方の道路網を
構成する『幹線市町村道』と集落内を通る『その他市町村道』に分類されますが、双方とも私たちの生活に最も密着しており、社会活
動や日常生活を支えています。
しかし、この市町村道の改良率は49.6％で、全国第40位（令和２年４月１日現在）と全国的（全国平均59.7％）にも、国・県道
に比べても低い水準にあります。このため、生活道路の安全で円滑な通行を確保するため、道路の改良や歩道の整備などを進めていま
す。

■市町村道事業例
【市道　広丘東通線ほか　塩尻市】
（事業概要）
道路築造
事業期間：R1～ R4
延　　長：860m
幅　　員：6.0（14.0）ｍ
総事業費：542百万円

【町道　塩沢鳥居原線　軽井沢町】
（事業概要）
橋梁更新（１径間単純中空合成床板）
事業期間：R2～ R4（工事期間）
延　　長：37.5m
幅　　員：7.5（8.5）ｍ
総事業費：395百万円

■県代行事業
県代行事業とは、次の３つの法律に基づいて県が市町村に代わって基幹となる市町村道の整備を行う事業です。

過疎代行事業
過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法
（R3.4.1 法律第 19号）第 16条

令和５年４月１日現在、上記の法で定められた過疎地域を含む
のは40市町村です。これらの地域は都市から遠く離れており、
経済的にも社会的にも基盤の弱い地域で、人口流出、産業経済の
停滞等厳しい状況が続いています。
これら過疎地域に過度の負担をかけず、地域社会の基盤を強化
し、地域格差を是正するため、基幹的な市町村道の整備を行うも
のです。

山村代行事業
山村振興法（S40.5.11 法律第 64号）第 11条

令和５年４月１日現在、上記の法で定められた振興山村地域を
含むのは 49市町村で、国土保全上重要な役割を担っています。
これら山村地域の活性化と住民の福祉の向上を図るため、振興計
画を作成し、これに基づき基幹的な市町村道の整備を行うもので
す。

特豪代行事業
豪雪地帯対策特別措置法
（S37.4.5 法律第 73号）第 14条

令和５年４月１日現在、上記の法で定められた豪雪地帯を含む
のは20市町村です。そのうち特に積雪が多く、交通が途絶する
等により住民の生活に著しい支障が生ずる地域として特別豪雪地
帯（特豪地帯）に指定がされているのは10市町村です。これら
の特豪地帯に過度の負担をかけず冬期の交通を確保するため、基
幹的な市町村道の整備を行うものです。
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